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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への対応について 
 

新型コロナウイルス感染症への対応については、静岡県老人福祉施設協議

会としては県当局等と緊密な連携体制のもと、高齢者福祉施設にとって必要な

対応にご尽力していただいており感謝申し上げます。 

今後につきましても、デルタ株の急速な感染拡大などにより収束が見通せ

ない中、長期的な様相を呈しておりますことから、以下について要望いたしま

す。 

 

 １ 感染予防に向けた体制について 

（１）３回目以降のワクチン接種においても、高齢者施設の入居者および職

員への優先接種について、引き続き御配慮いただきたい。また、高齢

者施設職員の同居家族へのワクチン優先接種についてもご配慮いた

だきたい。 

（２）高齢者施設への抗原検査キットの継続的な提供についてご配慮いただ

きたい。 

（３）家族の面会や職員への行動制限等に関する指針の提示や面会等の制限

解除の目安等の情報提供についてご配慮いただきたい。 

 

 ２ 高齢者施設で感染が発生した場合の対応等について 

（１）高齢者施設で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、初期対応

が極めて重要であります。このため、感染拡大防止に向けて医療専

門家(ＤＭＡＴ等)チームによる速やかな現場指導等の実施をお願い

したい。 

（２）感染者の増加に伴う病床逼迫の場合、軽症者は入院できず、施設内で

対応せざるを得ない状況が考えられますが、施設内のクラスター発生

を防ぐためには、可能な限り入院対応が望ましいと考えます。感染者

の増加や重症化を防ぐため、施設入所者の病床確保について御配慮い

ただきたい。 

（３）感染発生時の施設間相互応援体制の運用において、県による引き続き

の指導助言、財政支援をお願いしたい。 

 

３ 介護事業所の経営支援等について 

(１) 新型コロナウイルス感染症発生に伴うかかり増し経費の予算措置の

継続及び申請手続きの簡素化について御配慮願います。 

(２) 本年９月末で期限を迎える介護報酬のコロナ対策０．１％上乗せ分

について、１０月以降も継続をお願いしたい。 
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Ⅱ 介護人材の確保・養成・定着に向けた取り組みについて 
 

介護現場では人材の恒常的な不足が続いており、県老人福祉施設協議会が実

施した「令和３年度職員採用等の経営課題に関するアンケート調査」によると、

「職員が不足している」と回答した事業所は全体の６３.０％、介護人材の離

職率は１０．２％であるなど、介護人材の確保・養成・定着が大きな課題とな

っています。こうした状況を改善するため、次の事項について特段のご配慮を

お願いしたい。 

 

１ 日本人人材採用促進のため、「就職フェア」等の開催回数の大幅な増加と、

東中西部でなく各圏域内での開催等、場所及び開催時期の検討による 

マッチング機会の拡大 

 

２ 介護人材確保・定着のために、奨学金返還中の職員に対して奨学金の償還

助成を実施している事業所に対する県単独支援制度の創設 

 

３ 「介護の仕事」への理解促進のため、県教育委員会など教育機関との連携

協力と、「介護の魅力」の啓発や効果的な情報発信 

 

４ 外国人人材の雇用確保・定着のため、介護報酬加算メニューの創設に向け

た国への働き掛け 

 

５ 外国人人材の候補者に、「静岡県」での「介護」の魅力をイメージとして

伝えるため、それぞれの言語や文化に配慮したリクルート用プロモーショ

ン映像の作成 

 

６ 令和元年度に創設いただいた介護サポーター育成事業について、実際の活

用事例の紹介や各施設への一層の広報・周知による利用促進の取組 

 

７ 県内の労働人口拡大に向けた「静岡県移住・就業支援金」制度との連携や

県社会福祉人材センターによるＵＩターン希望者への情報提供・マッチン

グ支援など、介護職員の県外から県内への移住・就労促進に向けた施策の

展開 
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Ⅲ 福祉施設でのデジタル化の推進について 
 

１ 科学的介護推進体制加算（ＬＩＦＥ加算)に対応した支援について 

   今年度から介護報酬にＬＩＦＥ加算が組み込まれましたが、加算取得に

際して提出するデータには初めて計測する項目も多数あり、多くの貴重な

時間を費やして加算の取得に対応しているのが実情です。こうして苦労し

て得たデータについては、厚生労働省からのフィードバックデータを活用

するなどしてケアの改善に結びつける必要がありますが、実際のところ十

分な活用が出来ていません。このため、ＬＩＦＥ加算を活用したケアの向上

につなげるため、フィードバックデータ活用のためのマニュアルの作成や

研修会開催等による支援をお願いしたい。 

 

２ 介護業務におけるＩＣＴ化推進に対する助成制度の拡充について 

 介護ロボット・ＩＣＴ推進は、介護事業の質の向上及び生産性向上にとって 

重要であり、県においても県単独助成制度の充実に取り組んでいただいてお

り感謝しております。介護業務のデジタル化推進の中で、特に介護記録システ

ム及びグループウェアの導入促進が必要であることから、助成制度の一層の

拡充についてご配慮いただきたい。 

 

３ 介護現場でのＩＣＴ化推進のための人材育成等に関する支援について 

介護事業ではコンピュータシステムの運用知識がある要員の人材確保が

難しい状況にあります。このため、各施設・事業所におけるＩＣＴ化推進の

ための職員研修会の開催や各施設・事業所からの問い合わせに対応する相談

窓口の設置など、介護現場でのＩＣＴ化推進のための人材育成等についてご

支援いただきたい 

 

４ 介護保険関連申請業務等における提出書類の簡素化および市町の書式統一

等について 

  介護保険制度の必要書類や加算等の申請書類等の簡素化による事務負担の

軽減についてご配慮いただきたい。また、介護保険関連業務等には市町が所

管する事業が多数あり、各施設・事業所では複数の市町の住民にサービスを

提供することが少なくありません。この場合、必要な申請書式及び添付資料

などは市町ごとに独自様式で設定されているため、煩雑で事務量が増大する

原因となっています。これらを解消するため、県において標準的なモデル様

式を定めるなど、市町間の書式及び資料の様式統一、さらには申請等業務の

電子化の推進について市町に対してご指導・ご助言いただきたい。 
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Ⅳ 防災・防犯対策の充実・強化について 

 

頻発している豪雨災害や地震災害などに鑑み、各施設・事業所が被災時にお

いて地域の福祉資源としての機能を発揮するため、以下の項目について対応を

お願いしたい。 

 

１ 防災対策 

（１）ＢＣＰ（事業継続計画）策定未実施の各施設・事業所に対する策定支援

及び策定されたＢＣＰの実行性確保のための人的・物的支援に係る連携

強化に対する市町への指導・助言 

（２）被災時における社会福祉施設の機能確保と福祉避難所機能の整備・ 

維持に向けた市町への支援 

（３）被災者避難を想定しての施設に必要となる設備や備品の調達・整備に係

る助成金制度活用についての市町への支援 

 

２ 防犯対策 

高齢者施設等に対する防犯対策助成メニューの確保及び助成対象の拡充 
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Ⅴ 福祉施設の老朽化への対応について 
 
１ 福祉施設機能維持のための既存設備の延命利用について 

特養・養護・軽費等全ての種別に係る福祉施設の老朽化により、利用者の

生活における安全性確保やサービスの向上に向けた修繕やリフォームが必

要となっている。改築にあたっては巨額の費用負担が生じ、大きな経営リス

クになることから、他の社会資本と同様に、修繕やリフォームによる施設の

延命が投資効果上有効と考えるので、新設・改築に代わる施設整備として、

既存ストックの有効利用を目指した県単独の支援をお願いしたい。また、単

年度事業のみでなく複数年の助成事業についてもご検討いただきたい。 

（１）福祉施設機能維持のため、建物や既存高額設備（ボイラー・空調機器、

配管設備、エレベーター等）の修繕、又は更新に係る経費への支援 

（２）県が制度化している特養等に対する改築事業助成について、政令市の特

養等においても同様の助成が受けられるよう、県から政令市への働き掛

け 

 

２ 養護老人ホームの建替等について（養護委員会） 

県内会員施設２３施設のうち築２５年以上が１２施設、うち３０年以上が 

８施設という状況にあり、施設設備の老朽化が著しい。 

また、近年の災害により非常用電源の脆弱性が露呈し非常用発電装置の重要

性を痛感させられた。安定的なサービス提供のために必要な対応をお願いし

たい。 

（１）施設整備判断に必要な老朽度調査について、県と設置者の連携による 

実施の検討 

（２）利用者が安心して安全な生活を送るため、施設機能の陳腐化や老朽化 

への対応に対する支援策の検討 

 

３ 軽費老人ホームの大規模修繕等について（軽費委員会） 

大規模修繕費、エアコン、厨房機器、エレベーター等機器の入れ替え費用

の補助金と受益者負担の積み立てを認めていただきたい。 
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Ⅵ 特別養護老人ホームの運営について（特養委員会） 

『令和２年度 特別養護老人ホーム待機入所状況調査』より、入居稼働率

が９０％を下回る施設が確認され、待機者確保が困難な状況が、稼働率低迷

の要因の一つと考えられます。また、特養入所条件が原則要介護度３以上と

なり、重度者の入所が増加する半面、入所期間の短縮が認められ、待機者確

保の困難さに拍車をかけています。要介護度１、２の方でも、在宅生活の継

続が困難な方がいるが、特例入所の要件が厳しく、特養入所に至らず、サ高

住等へ入所されている。更に、特養以外の施設に入所し、特養入所を待機し

ている場合は、入所申込者評価基準が低くなり、結果、介護老人保健施設や

病院等で最期まで生活せざるを得ない方も増加しています。運営の安定並び

に利用者ニーズに沿った施設選択の適正化の観点等から、以下の項目につい

て対応をお願いしたい。 

（１）在宅生活の継続が困難な要介護度１、２の方の特例入所条件の緩和 

を検討 

（２）特養入所が第一希望だが、事情により他施設に一時入所している方の

柔軟な入所判定の検討 
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Ⅶ 養護老人ホームの運営について（養護委員会） 

 １ 養護老人ホームの空床対策について 

年々下がり続ける入所率について、会員各施設も各措置権者との話し合

いの場を設けているが、改善の道筋が見えてきません。例年お願いしてい

る、各市町（措置担当者）が集まる機会に、県老施協養護委員会として、

現状報告及び要望事項をお伝えできる機会を是非お願いしたい。 

    また、県内の養護老人ホームはその半数が公設民営施設として各市町

から指定管理事業者として指定を受けている状況にあります。しかし各

施設ともに空床状態にあり現在の指定管理契約の更新をためらう法人も

あると聞きます。受託法人がなければセーフティーネットもなにもなく

なってしまいます。 

    さらに民設民営施設はさらに厳しい状況にあります。各施設ともに経

営努力はしていますが、措置制度が存在する以上県下各市町はぜひ統一

した姿勢で措置制度の維持にご協力をお願いしたい。 

 

２ 利用者の重度化への対応 

    利用者の重度化、精神障害者、触法高齢者、ＤＶ被保護者等の処遇困難

者、行き場のない要介護１、２の高齢者などの受入れが増加しています。

これらによる処遇困難化に対して適切な処遇に当たることが出来るよう

職員配置基準の緩和見直しや加配職員の配置にかかる財政的支援策の検

討を引き続き国への働きかけをお願いしたい。 

 

３ 処遇改善加算について 

    福祉施設の人材確保が非常事態ともいわれる現在、養護老人ホームの職

員確保も非常に厳しい状態にあります。精神障害者、触法高齢者、ＤＶ被

保護者等の処遇困難者や要介護１、２の高齢者への対応も急増しています。

介護保険事業での処遇改善加算の支給については措置権者（市町）の裁量

とは思いますが、全国的には加算されている県もあるようなので、本県に

おいても県内統一して実施されますようご検討・ご指導いただきたい。 
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Ⅷ 軽費老人ホームの運営について（軽費委員会） 

１  ケアマネジャーの資格更新研修について、事前提出書類である演習科目

の事例について、本県の場合７項目(テーマ)の要素が全て含まれる事例の

提出が必要とされており、他都道府県のようにその中から３～４項目の選

択制でないため、受講者に過度な負担を強いる結果となっています。また、

研修期間も１３日間と長く、受講料も高額なため、有資格者が更新研修参

加を断念するケースが増えています。このため、働きながら資格を維持し

なければならない職員の過度な負担にならないよう提出書類や研修期間

等についてご配慮いただきたい。 

＜参考：会員施設のケース＞ 

 入所のケアマネジャーが実家の仕事を手伝うために退職したので、他の

資格を有する複数職員の中から担当を決めるつもりでしたが、全員が有資

格者にもかかわらず更新研修の負担が重いために更新を行わず、せっかく

有資格者が在籍しているのに新たに採用しなければならない状況にあり

ます。 

 

２  ケアハウスの利用者負担分の生活費について、消費税分は考慮いただき

ましたが、食材費や光熱費等の生活必需品の物価上昇等が考慮されていな

いため、生活費の自己負担分を現状に即したものにしていただきたい。 

 

３  利用料は前年の所得よりＡ型は２１階層、ケアハウスは１８階層に算定

されて、どちらも下限の対象年間収入が１５０万円以下となっています。

しかし最近の入居希望者は年間１００万円を下回る方も増えていて（特に

Ａ型）、利用料による経済的な負担が重くなっています。今後、低所得の

高齢者の増加が予想される中で、より多くの方にご入居いただくために、

前年所得の下限を現状一律１５０万円以下の設定を１５０万円～１００

万円の区分を設定して低所得者の負担を軽減していただきたい。 
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「ケアットちゃん」 

静岡県老人福祉施設協議会 

「介護の日」キャラクター 

 

 

 


